
屋外広告物の許可基準 

 

特定案内用広告物 

 

＜共通＞ 

¾ 名称、距離、方向のみを示すもの 

¾ 1 表示面につき１㎡以内 

集合広告物の場合は、1 表示面につき 1 ㎡以内かつ合計

面積が 3 ㎡以内 

＜野立広告物＞ 

¾ 1 事業所等につき 4 個以内 

¾ 高さ 3m 以内 

＜野立広告物以外＞ 

¾ 広告物の種類に応じた許可基準に適合すること 

特認案内用広告物 

 

¾ 町内会の住宅案内図、県内主要観光地※1 に係るもの 

¾ 名称、距離、方向のみを示すもの 

¾ 1 事業所等につき 4 個以内 

¾ 合計面積 10 ㎡以内  （禁止地域では 7 ㎡以内） 

¾ 高さ 5m 以内 

¾ しまね景観色彩ガイドラインに適合すること※2 

¾ 周辺の広告物と高さ等が調和し、建築物と色彩が調

和していること、または、地域の素材（木材、石材、石

州瓦等）を使用しているものであること。 

※1 県内主要観光地（浜田市）  ～平成 18 年島根県観光動態調査～ 

(1)三階山 (5)折居海岸 (15)きんたの里 

(2)石見海浜公園  a（折居海岸海水浴場） (16)旭テングストン 

 a（アクアス）  b（その他） (17)旭温泉 

 b（海浜公園海水浴場） (6)石見安達美術館 (18)ふるさと体験村 

 c（海浜公園キャンプ場） (7)しまねお魚センター (19)三隅公園 

 d（その他） (8)浜田ゴルフリンクス (20)三隅海岸（田の浦公園含む） 

(3)石見畳ヶ浦／国府海岸 (9)浜田市全域釣り  a（三隅海岸海水浴場） 

 a（国府（畳ヶ浦）海水浴場） (10)浜田市世界こども美術館  b（釣り） 

 b（その他） (11)かなぎウエスタンライディングパーク (21)三隅町歴史民俗資料館 

(4)浜田海岸 (12)エクス和紙の館 (22)アクアみすみ 

 a（浜田海岸海水浴場） (13)美又温泉 (23)三隅発電所ふれあいホール 

 b（その他） (14)金城カントリークラブ (24)石正美術館 

※2 しまね景観色彩ガイドライン 

＜色彩の選定手順＞ 

１）広告物の設置場所から景観タイプを確認する 

①地域別景観タイプ概略図（P45）   ②周辺の景観色による分類（P39-P41） 

２）各景観タイプの色彩基準から色彩を選定する（P62-P132） 

広告板、広告塔はメインカラー、サブカラー、アクセントカラーを使用する 

「しまね景観色彩ガイドライン」は島根県 HP にも掲載されています。 

＜http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/nature/keikan/jourei/shikisai_guidline.html＞ 

 


